
 

重要事項説明書（居宅介護等サービス） 

 

１．事業者概要 

名 称 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 

所 在 地 東松山市松本町１丁目７番８号 

電 話 番 号 ０４９３－２３－１２５１ 

代表者氏名 会長 金子 守 

設 立 年 月 昭和４９年３月 

 

２．事業所概要 

事業所の名称 総合福祉エリアへルパーステーション 

事業所の種類 
居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援         

行動援護、同行援護 

事業所の所在地 東松山市大字松山２１８３番地 

事 業 所 番 号 １１１３３００１２１ 

管 理 者 氏 名 総合福祉エリア 在宅福祉課 篠田 真一 

電 話 番 号 ０４９３－２１－５５７１ 

通常の事業実施地域  東松山市 

開 設 年 月 １６年３月 

協 力 施 設 東松山市総合福祉エリア 

 

３．基本理念と基本方針 

 

 

 ○基本理念  

私たちは、障害のある人や高齢となった人の地域での暮らしを支える複合施設と

して、利用者一人ひとりの気持ちを尊重した質の高いサービスを提供します。 

  

 

○基本方針 

  １．利用者本位の柔軟で使いやすいサービスを提供します。 

    ２．利用者の安心と満足を第一に考え、安全で快適な施設環境を整えます。 

  ３．職員一人ひとりが誠実かつ責任ある態度で行動します。 

   ４．利用者の地域での暮らしを支える、在宅支援型の施設運営を目指します。 

    ５．関係機関と協調し、地域福祉の推進に努めます。 

 

 

 



 

 

４．職員体制および勤務体制 

 

①管理者 １人（常勤） 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

②サービス提供責任者 １人以上（常勤） 

  サービス提供責任者は、居宅介護等の利用申込みに係る調整、居宅介護等計画

の作成及び従業者に対する技術指導等サービスの内容管理を行うものとする。 

③従業者 ３人以上（常勤換算） 

  従業者は、個別支援計画に基づき居宅介護等の提供にあたる。うち、行動援護

に従事する従業者は、１以上とする。 

④事務職員 １人以上（非常勤） 

  事務職員は、必要な事務を行う。 

※職員の配置は、指定基準を遵守しています。 

⑤職員の勤務体制 

  毎月１日を起算日とする１ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、週の勤務時間

は１ヶ月を平均して４０時間とする。 

 

５．従業者の交替 

 

（１）利用者からの交替の申し出 

 選任された従業者の交替を希望される場合には、当該従業者が業務上不適当と認

められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して従業者の

交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の従業者の指名はできま

せん。 

 

（２）事業者からの交替 

選任された従業者を交替することがあります。従業者を交替する場合は利用者及び

その家族等に対してサービスの不利益が生じないよう充分に配慮します。 

 

６．従業者の禁止行為 

従業者は、サービス提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者もしくは利用者の家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③利用者の家族等に対するサービスの提供 

④飲酒及び喫煙 

⑤利用者もしくは利用者の家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他利用者又は家族等に行う迷惑行為 

 

７．営業時間 

営 業 日 年間を通じで毎日 

営 業 時 間 ２４時間 



 

 

８．サービス内容 

 

（１）個別支援計画の作成 

当事業所では、あなたの心身の状況やご希望、環境を踏まえて、適切なサービス内

容を記載した計画を作成します。 

    

（２）各サービスの内容 

Ⅰ 居宅介護 

身体介護（家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。）                      

入浴介助－入浴の介助、洗髪、清拭（体を拭く）などを行います。               

排泄介助－排泄の介助、おむつ交換を行います。 

食事介助 

衣服の着脱の介助 

通院介助 

その他必要な身体介護を行います。 

 

② 家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。） 

・ 調理 

・ 洗濯 

・ 掃除 

・ 買い物 

その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。 

 

③ その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上の相談や助

言を行います。   

 

 

Ⅱ 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする方に、自宅で入浴、排泄、

食事の介護、外出時における移動支援（※）などを総合的に行います。 

※ 官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活

動等社会参加のための外出の援助を行います。１日の範囲内で用務を終えるものを

原則とし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出の

介助はいたしません。 

 

Ⅲ 重度障害者等包括支援 

常時介護を有する障害者で、その介護の必要の程度が著しく高い方に、居宅介護

等複数のサービスを包括的に行います。 

 

Ⅳ 行動援護 

知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者や障害児であっ

て常時介護を必要とする方を対象としたサービスです。 



行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中

の介護等を行います。 

Ⅴ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当

該障害者等に同行し、移動に必要な情報や移動の援護等を行うサービスです。 

 

９．利用料金 

 

（１）介護給付費対象サービス 

上記サービスの利用に対しては、通常９割が介護給付費の給付対象となります。

事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分としてサー

ビス利用料の１割を事業者にお支払いいただきます。(定率負担) 

また、利用者負担の軽減措置が適用される場合には、軽減措置後の金額となりま

す。 

各サービスの料金については、『利用者負担説明書』の記載のとおりです。 

 

＜２人のサービス従業者により訪問を行った場合＞ 

 １人の従業者による介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと２人

の従業者でサービスを提供した場合は、２倍の利用者負担額をいただきます。 

 

＜利用者負担額の上限について＞ 

介護給付費対象サービスでは利用者負担額の上限が定められています。利用者の

ご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービ

ス利用開始の際にその旨をお申し出ください。 

当事業所において利用者負担の上限管理を担当し、具体的に上限を超える際の調

整を行った場合には、別途上限管理にかかる費用をお支払いいただきます。料金に

ついては、『利用者負担説明書』に記載のとおりです。 

 

＜償還払い＞ 

事業者が介護給付費の代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準

額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証

明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの

市町村に申請すると介護給付費が支給されます。) 

 

（２）介護給付費対象外サービスにかかる実費負担 

サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、

実費をいただきます。料金については、『利用者負担説明書』に記載のとおりです。 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用され

る場合は、サービス従業者が訪問するための交通費を実費でお支払いいただきます。 

（サービス利用料とともに１ヶ月ごとにお支払いいただきます。） 

外出時や通院介助においてサービス従業者に公共交通機関などの交通費のほか、入

場料、利用料等が必要な場合、その実費をいただきます。 

（サービス利用時に、その都度ご負担いただきます。） 

 



 

 

（３）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法 

前記（１）及び（２）の料金・費用については、１ヶ月ごとに計算し、それぞれ

以下の通り請求、お支払いいただきます。 

○ 利用者負担額(前記（１）) 

 ・請求 …翌月２０日前後  ・支払い…請求のあった日から１５日以内 

○ 実費負担額(前記（２）のなかで１ヶ月ごとに支払うサービスの場合) 

 ・請求 …翌月２０日前後  ・支払い…請求のあった日から１５日以内 

○ 支払い方法 

ア 窓口払い 

総合福祉エリアの窓口において、請求のあった日から１５日以内に支払うものと

します。 

イ 口座振替 

 利用者が指定する金融機関から翌月２６日に口座振替を行うものとします。ただ

し、口座振替日が土曜日及び日曜日及び又は国民の祝日に規定する休日の場合は、

その翌営業日に行うものとします。 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

 

① 利用予定日の前に、計画で定めたサービスの利用を中止又は変更することがで

きます。この場合には前日までに事業者に申し出てください。 

 事業者は、利用者に対して、正当な理由並びに事前申し出もなくサービス利用を

中止された場合は、利用者負担相当額を請求できるものとします。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 利用者負担相当額 

② 市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービ

スを追加することもできます。 

 

③ サービス利用の変更・追加は、その日の利用状況により利用者が希望する日及

び時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日

時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。 

 

（５）実費負担額の変更 

実費負担額を変更する場合は、原則としてその２ヶ月前までにご説明します。 

 

１０．サービスの利用に関する留意事項 

 

（１）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が

できない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容の変更を行います。その場

合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求し

ます。 



 

 

（２）受給者証の確認 

 「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」「障害支援区分」など「受給者証」の

記載内容の変更があった場合はできるだけ速やかに当事業所従業者にお知らせく

ださい。また、当事業所従業者より「受給者証」の確認をさせていただく場合には、

ご提示くださいますようお願いします。 

 

（３）サービス提供について 

 サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用さ

せていただきます。従業者が事業所に連絡する場合の電話を使用させていただきま

す。） 

 

１１．サービス実施の記録について 

 

（１）サービス実施記録の確認 

当事業所では、サービス実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用

者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでも

お申し出ください。なお、個別支援計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス

提供日より５年間保存します。 

 

（２）利用者の記録や情報の管理、開示について 

当事業所では、関係法令及び当法人の定める個人情報保護規程に基づいて、利用

者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開

示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。） 

 

１２．相談・苦情受付窓口 

 

当事業所での福祉サービスに対する苦情、質問などがある方は、苦情受付担当者

にご連絡ください。苦情解決責任者が責任を持って対応いたします。 

苦情受付担当者 澤井 太二郎 
電話：０４９３-２３-１２５１（市民福祉センター） 

電話：０４９３-２１-５５５６（総合福祉エリア） 

苦情解決責任者 奥村 一彦 
電話：０４９３-２３-１２５１（市民福祉センター） 

電話：０４９３-２１-５５５６（総合福祉エリア） 

第三者委員会 
吉澤 静子 

古澤 勝正 

電話：０４９３-２３-６３９６ 

電話：０４９３-３９-１０４５ 

 

 

 

 

 



 

 

上記の仕組みの他、行政機関等への相談もできます。 

 

東松山市障害者福祉課 

所 在 地 東松山市松葉町１丁目１番５８号 

電話番号 ０４９３－２１－１４５２ 

受付時間 月曜日～金曜日 ８:３０～１７：１５ 

東松山市外の方 

 

所 在 地  

電話番号 

受付時間 

埼玉県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所 在 地 さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目２番地６５号 

電話番号 ０４８－８２２－１２４３ 

受付時間 月曜日～金曜日 ９：００～１６：００ 

 

１３．虐待防止に関する事項 

 

当事業所では、虐待の発生又はその再発を防止するため、下記の対策を講じます。  

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者等に周知徹底を図ります。 

（２）虐待の防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。  

（４）成年後見制度の利用を支援します。 

（５）苦情解決体制を整備します。 

（６）虐待防止に関する責任者を置きます。 

（７）当事業所では、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者等による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に

通報します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１４．緊急時の対応方法 

  

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、主治医、緊急連絡先もしくは

救急隊等必要機関へ連絡をいたします。 

 

 指定する救急病院は、              （入院の場合）です。 

  

通院の場合   主 治 医                     

 

        病 院 名                     

 

        住 所                     

 

        電話番号                     

 

この場合、予め甲の指定する下記緊急連絡先に対し直ちに連絡します。 

 

連絡先  

 

                氏 名                     

 

続  

        住 所                     

 

 

        電話番号                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  年  月  日 

 

居宅介護等サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

 

事業者  所在地    東松山市松本町１丁目７番８号        

名 称    社会福祉法人東松山市社会福祉協議会  

代表者    会長 金子 守       印         

 

 説明者   所在地  東松山市大字松山２１８３番地        

名 称  総合福祉エリアヘルパーステーション  

 

氏 名                        印        

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護等サービス

の提供開始に同意しました。 

 

利用者  住 所                                     

 

                         氏  名                   印  

 

代理人  住 所                    

 

                         氏 名                  印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


